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在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
の
大
使
公
邸
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
一
月
三
十
日
付
産
経
新
聞
は
、
「
日
本
の
在
露
新
大
使
館
完
成

公
邸
移
転
で
き
ず

二
カ
所
分
散
、
肥
大

化
批
判
も
」
と
の
見
出
し
の
記
事
の
中
で
、

「
大
使
館
側
の
説
明
に
よ
る
と
、
当
初
計
画
で
は
大
使
公
邸
は
新
大
使
館
と
別
の
場
所
に
移
転
し
、
現
大
使
館
が
空
き
家

と
な
っ
た
後
で
、
一
緒
に
ロ
シ
ア
側
に
返
還
す
る
予
定
だ
っ
た
。
し
か
し
、
バ
ブ
ル
に
よ
る
不
動
産
価
格
高
騰
の
た
め
、
モ

ス
ク
ワ
市
内
で
公
邸
に
ふ
さ
わ
し
い
別
の
物
件
が
見
つ
か
ら
ず
、
最
終
的
に
居
残
り
を
決
め
た
と
い
う
。
」

と
い
う
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

二

在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
の
新
建
物
へ
の
移
転
と
共
に
大
使
公
邸
も
別
の
場
所

に
移
転
す
る
と
い
う
計
画
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
か
。

三

当
初
、
「
大
使
館
」
の
現
建
物
と
大
使
公
邸
を
ロ
シ
ア
側
に
返
還
す
る
予
定
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
か
。
事
実
と
す

る
な
ら
ば
、
返
還
す
る
相
手
側
の
ロ
シ
ア
機
関
の
名
称
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

二
〇
〇
七
年
三
月
十
九
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
「
大
使
館
」
の
新
建
物
へ
の
移
転
が
延
期
さ
れ
た
と
い
う
の
は
事
実
か
。

事
実
な
ら
ば
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



五

「
大
使
館
」
で
大
使
公
邸
の
移
転
問
題
を
担
当
す
る
責
任
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

外
務
省
は
、
「
大
使
館
」
の
移
転
問
題
並
び
に
大
使
公
邸
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
十
分
に
果

た
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


